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   富津市移住ちょこっとトライアル実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内への移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、

市内への移住を希望する市外居住者に対して実施する農業、畜産業及び水産業の

体験について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (１) 体験 農業、畜産業又は水産業の従事者（自営の労働力不足による雇用の

場合は除く。）が行う作業を体験することをいう。 

 (２) 体験希望者 市内への移住を希望する市外居住者で体験を行う者をいう。 

 (３) 体験受入先 体験希望者に対し体験をさせることが可能な市内で農業、畜

産業又は水産業を営む者であって、市長の承認を受けたものをいう。 

 (４) 団体 １家族又は３人以下の集団をいう。 

 （費用） 

第３条 体験費用は、無料とする。ただし、交通費その他の体験に要する実費が生

じる場合は、体験希望者の負担とする。 

２ 体験希望者が同一年度内に参加できる体験は２回とし、１回当たりの体験時間

は最大１日とする。 

 （体験受入先の条件） 

第４条 体験受入先として市長の承認を受けることができる者は、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

 (１) 市内で農業、畜産業又は水産業を営む者であること。 

 (２) 富津市暴力団排除条例（平成24年富津市条例第１号）第２条に規定する暴

力団、暴力団員等又は同条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者でない

者であること。 

 （体験受入先の登録申込み） 

第５条 体験受入先の指定を受けようとする者は、次に掲げる関係書類を添えて、

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録申込書（別記第１号様式）を市
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長に提出しなければならない。 

 (１) 本人確認書類の写し 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、内容を審査し、登録するこ

とが適当と認めるときは、富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録完了

通知書（別記第２号様式）を交付するとともに、富津市移住ちょこっとトライア

ル体験受入先登録名簿（別記第３号様式。第７条及び第８条において「名簿」と

いう。)に登録する。 

 （登録事項の変更） 

第６条 体験受入先は、前条第１項の規定により登録申込みをした内容に変更があ

った場合は、富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録変更届出書（別記

第４号様式）を市長に届け出なければならない。 

 （登録の取消し等） 

第７条 市長は、体験受入先が次の各号のいずれかに該当するときは、名簿の登録

を取り消し、富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録取消通知書（別記

第５号様式）により当該体験受入先に通知するものとする。 

 (１) 体験受入先から富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録取消依頼

書（別記第６号様式）の提出があったとき。 

 (２) 体験受入先として不適格であると認められる事由が生じたとき。 

 （体験の申込み） 

第８条 体験希望者は、次に掲げる関係書類を添えて、富津市移住ちょこっとトラ

イアル体験申込書（別記第７号様式。次条において「申込書」という。)を市長

に提出しなければならない。 

 (１) 体験に参加する代表者の本人確認書類の写し 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当で

あると認めるときは、体験希望者が希望する体験内容に応じて名簿から適任者を

選定し、富津市移住ちょこっとトライアル体験決定通知書（別記第８号様式）に

より体験希望者及び体験受入先に通知するものとする。 
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 （決定の取消し） 

第９条 市長は、体験希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、体験の決定

を取り消し、富津市移住ちょこっとトライアル体験取消通知書（別記第９号様

式）により体験希望者及び体験受入先へ通知するものとする。 

 (１) 申込書の内容に虚偽があったとき。 

 (２) 体験希望者から富津市移住ちょこっとトライアル体験取消依頼書（別記第

10号様式）の提出があったとき。 

 (３) 体験希望者が富津市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員等

又は同条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者であったとき。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が体験の実施が適当でないと認めるとき。 

 （報償金の額） 

第10条 体験を実施した体験受入先に対し、１団体受入れにつき、日額１万円の報

償金を支給する。 

 （報償金の交付申請） 

第11条 報償金の交付を受けようとする者は、体験を実施した日から起算して30日

を経過する日又は体験を実施した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入報償金申請書（別記第11号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 （報償金の交付決定） 

第12条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、その内容を審査し、報

償金の交付の可否を決定し、富津市移住ちょこっとトライアル体験受入報償金交

付決定（却下）通知書（別記第12号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （報償金の交付） 

第13条 市長は、前条の規定により報償金の交付決定をした場合は当該申請者に対

し、速やかに報償金を交付するものとする。 

 （報償金の交付決定の取消し及び返還） 

第14条 市長は、前条の規定により報償金の交付決定を受けた者が、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、報償金の交付決定を取り消し、又は交付した報償金を

返還させることができる。 
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 (１) 虚偽の報告その他不正行為により交付申請を行ったとき。 

 (２) 前号に掲げるもののほか、市長が報償金の交付を不適当と認めたとき。 

 （安全指導） 

第15条 体験受入先は、体験の際の事故の防止について、体験希望者に指導又は助

言するものとする。 

２ 体験受入先が、体験希望者を受け入れるときは、自己の判断と責任において体

験させるものとし、当該体験により発生した事故及び第三者との紛争等について

は、当事者間で解決するものとする。 

 （守秘義務） 

第16条 体験希望者及び体験受入先は、体験によって知り得た個人情報を他に漏ら

してはならない。体験後又は体験受入先を退いた後も同様とする。 

 （補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、体験の実施に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 



別記 

第１号様式（第５条関係） 

年  月  日  

 富津市長  様 

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録申込書 

申 込 日   年  月  日 区分 個人 ・ 法人 

フリガナ

氏  名 

住  所 

電話番号 

メールアドレス 

受入内容 

体験内容 所要時間 実施可能時期 受入人数

体験場所（大字） 富津市 

備  考 

登録の条件 

 体験を実施する際は、安全に作業できるよう努めること。 

 本事業で知り得た情報は、外部に漏らさないこと。 

 登録した個人情報を本事業実施のために市が体験希望者へ提供すること。 

添付書類 本人確認書類の写し 



第２号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日  

       様 

富津市長               

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録完了通知書 

    年  月  日付けで申込みのあった体験受入先については、下記のとお

り登録が完了したので、通知します。 

記 

登録番号 第     号 

受入内容 

体験内容 所要時間 実施可能時期 受入人数 

体験場所（大字） 富津市 

備  考 

体験実施の注意事項 

 体験を実施する際は、安全に作業できるように努めること。 

 本事業で知り得た情報は、外部へ漏らさないこと。 



第３号様式（第５条関係） 

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録名簿 

登録

番号 
住 所 氏 名 体験内容 

受入可

能人数
取消日 



第４号様式（第６条関係） 

年  月  日  

 富津市長  様 

住 所           

氏 名           

連絡先           

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録変更届出書 

 体験受入先に係る登録事項を変更したいので、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 登録番号  第    号 

２ 変更内容 



第５号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日  

       様 

富津市長        

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録取消通知書 

 富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録名簿から登録を取り消したので、

下記のとおり通知します。 

記 

１ 登録番号  第    号 

２ 取消理由 



第６号様式（第７条関係） 

年  月  日  

 富津市長  様 

       住 所           

氏 名           

連絡先           

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録取消依頼書 

 富津市移住ちょこっとトライアル体験受入先登録名簿から登録を取り消したいの

で、下記のとおり依頼します。 

記 

１ 登録番号  第    号 

２ 取消理由 



第７号様式（第８条関係） 

年  月  日  

 富津市長  様 

富津市移住ちょこっとトライアル体験申込書 

希望体験内容 

希望日時 

代
表
者

氏  名 

住  所 

年  齢 

電話番号 

メールアドレス 

参
加
者

氏  名 年  齢 

申込の条件 

 登録した個人情報を本事業実施のために市が体験受入先へ提供すること。 

 体験中に発生した一切の怪我、病気、事故、物損、盗難等について、市には責

任を追及しないこと。 

添付書類 代表者の本人確認書類の写し 



第８号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日  

          様 

富津市長               

富津市移住ちょこっとトライアル体験決定通知書 

    年  月  日付けで申込みのあった体験について、下記のとおり決定し

たので、通知します。 

記 

体験内容  

実施日時  

場  所 

代
表
者

氏  名  

住  所  

年  齢  

連 絡 先  

参
加
者

氏  名 年  齢 

体
験
受
入
先

氏  名  

連 絡 先 



第９号様式（第９条関係） 

第     号 

年  月  日  

          様 

富津市長               

富津市移住ちょこっとトライアル体験取消通知書 

体験の実施を取り消したので、下記のとおり通知します。 

記 

体験内容  

実施日時  

場  所  

取消理由  



第10号様式（第９条関係） 

年  月  日  

 富津市長  様 

住 所           

氏 名           

連絡先           

富津市移住ちょこっとトライアル体験取消依頼書 

年  月  日    号で決定のあった体験について、実施を取り消した

いので、下記のとおり依頼します。 

記 

体験内容  

実施日時  

場  所  

取消理由  



第11号様式（第11条関係） 

年  月  日  

富津市長  様 

住 所           

氏 名           

連絡先           

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入報償金申請書 

    年  月  日付け   号で決定のあった体験について、報償金の交付

を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１ 体験の内容 

実施日時  

参加代表者氏名 参加人数    人

体験実施内容 

２ 交付申請額   １０，０００円 ×   日 ＝       円 

３ 振込先 

金 融 機 関 名 本店・支店

口 座 種 別 普通 ・ 当座 口座番号  

（フ リ ガ ナ）

口 座 名 義 人 



第12号様式（第12条関係） 

富津市指令第   号  

様  

富津市移住ちょこっとトライアル体験受入報償金交付決定（却下）通知書 

     年  月  日付けで申請のあった報償金について、下記のとおり決定

（却下）したので通知します。 

     年  月  日 

富津市長               

記 

１ 通知内容        交付決定  ・  却下 

２ 交付決定額                    円 

（３ 却下の場合の理由） 


